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■西橋内文化・スポーツクラブ 「手作りスイーツ教室」 

 西橋内文化・スポーツクラブは、西橋内中学校区を中心に「スポーツ」と「文化」の二本立てで

活動をしています。「スポーツ」は中学校の部活動へのきっかけづくりとして、「文化」はスポー

ツになじみの少ない子ども達の受け皿として各教室が開かれています。 

夏休み前の７月６日（土）、クラブ訪問の際、西橋内中学校調理室で「手づくりスイーツ教室」

が開催中で見学をしました。参加費は、クラブ会員の方なら材料費ワンコインで参加でき、小学１

年生から一般の方まで楽しむことができます。講師は、学校法人下村学園の下村ご夫妻が務め、本

格的なスイーツづくりを簡単にできるよう指導をされています。 

この日は、子ども達が、「アンニン豆腐」と「わらび餅」を作っており、試食させていただくと

子ども達が作ったとは思えないほどのおいしさでした。 

ここ調理室では、参加している小学生男女 14 人と講師、スタッフの方が和気あいあいとスイー

ツづくりを楽しんでいる姿が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

『楽しく作って おいしく食べる 手づくりスイーツ教室』 

 対  象  小学１年生～一般の方（定員２０名） 

 開 催 日  2019 年 10 月、2020 年 2 月・3 月の土曜日５回 

 時  間  10：30～12：00 

 場  所  西橋内中学校 調理室（北校舎１F） 

 費  用  材料費として毎回 500 円 

 講  師  学校法人下村学園 下村昭浩さん 

問合せ先  西橋内文化・スポーツクラブ事務局 

       津市東古河町 7-1 西橋内中学校 体育館南 

       TEL/FAX：059-246-5524（開局日：毎週土曜日 10 時～16 時） 

 

 

■住友生命子育て支援事業 第 13 回「未来を強くする子育てプロジェクト」 

【子育て支援活動の表彰】 

主  催  住友生命保険相互会社 

内  容  より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体を表彰します。 

要  件  ①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。 

詳しくは、三重県のWEBページをご覧ください。 

http://www.pref.mie.lg.jp/D1SPORTS/000180559 00001.htm

 〖助成事業のお知らせ〗 

 〖総合型地域スポーツクラブ紹介〗 



      ②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであること。 

      ③活動の公表を了承していただける個人・団体であること。 

      ④日本国内で活動している個人・団体であること。 

      ⑤受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名（本名）、活動の写真、活動内容等 

を、新聞・雑誌、インターネット等での公表にご協力いただける方。マスコミな 

どからの取材にご協力いただける方。 

表  彰  文部科学大臣賞 ／表彰状  ※スミセイ未来大賞の１組に授与 

      厚生労働大臣賞 ／表彰状  ※スミセイ未来大賞の１組に授与 

      スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞 100 万円 ※２組程度 

      スミセイ未来賞 ／表彰盾、副賞 50 万円 ※10 組程度 

応募方法  応募用紙に氏名または団体名（フリガナ）、代表者名（フリガナ）、年齢、性別、 

郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、活動内容等を記入し、必要資料を同 

封の上、「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局に送付ください。 

締 切  2019 年９月６日（金）必着 

問合せ先  「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局 

〒102－0072 東京都千代田区飯田橋 2-14-7 光ビル 

TEL：03-3265-2283（平日 10:00～17:30） 

 

 

 

 

 

■2019 年度 生命保険協会 元気シニア応援団体に対する助成活動 

実施団体  生命保険協会 

対象団体  日本国内において、高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり 

等の活動を行っている、下記の要件をすべて満たす団体とします。 

      ①助成申請時点で１年以上の活動実績を有し、少なくとも月１回以上の定例活動日を 

定め継続して運営していること 

      ②下部組織への支援または物品の貸出し等のみを行う団体でないこと 

      ③団体の設立趣旨や活動内容が特定の政党、宗教等に偏っていないこと 

      ※法人格を有する団体は特定非営利活動法人（NPO 法人）、一般社団法人および一 

般財団法人のみ対象とします。 

      ※団体名が途中で変更されていても、主な活動内容を変更していなければ名称変更前 

の活動期間も、活動実績として含めて構いません。 

対象活動  （１）助成対象団体が行い、次の要件をすべて満たす活動とします。 

        ①高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等を行う活動 

        ②構成員だけでなく、地域の高齢者等の参加が可能な活動 

        ③日本国内で行う活動 

        ※なお、申請いただく活動は、従来から継続している活動（継続活動）、従来か 

ら継続している活動を発展させて行う活動（発展活動）、新たに開始する活 

動（新規活動）のいずれでも構いません。 

詳しくは、「未来を強くする子育てプロジェクト」のWEBページをご覧ください。 

http://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai child/ 
 




